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国
の
行
政
機
関
の
職
員
等
の
営
利
企
業
等
へ
の
就
職
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一
　
目
的

　
　
こ
の
法
律
は
、
国
の
行
政
機
関
の
職
員
並
び
に
政
府
関
係
特
殊
法
人
の
役
員
及
び
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
離
職
後
、
国
の

行
政
機
関
又
は
政
府
関
係
特
殊
法
人
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就
く
こ
と
の
制
限
、
営
利
企
業
等
の
地

位
と
の
兼
職
の
禁
止
等
の
措
置
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
国
の
行
政
機
関
の
業
務
の
公
正
な
執
行
及
び
政
府
関
係
特
殊
法
人

の
業
務
の
適
正
な
運
営
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
条
関
係
）

第
二
　
定
義

　
１
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
の
行
政
機
関
の
職
員
」
と
は
、
次
の
者
を
い
う
こ
と
。

　
　
一
　
国
家
公
務
員
法
第
二
条
に
規
定
す
る
一
般
職
の
職
員

　
　
二
　
国
家
公
務
員
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
職
の
職
員
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者

　
　
　
イ
　
人
事
官
及
び
検
査
官
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ロ
　
内
閣
法
制
局
長
官

　
　
　
ハ
　
内
閣
官
房
副
長
官
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
及
び
政
務
次
官
（
国
会
議
員
で
な
い
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
た
も
の

に
限
る
。
）

　
　
　
ニ
　
内
閣
危
機
管
理
監

　
　
　
ホ
　
内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
及
び
そ
の
他
の
秘
書
官

　
　
　
ヘ
　
宮
内
庁
長
官
、
侍
従
長
、
皇
太
后
宮
大
夫
、
東
宮
大
夫
、
式
部
官
長
及
び
侍
従
次
長
並
び
に
法
律
又
は
人
事
院
規

則
で
指
定
す
る
宮
内
庁
の
そ
の
他
の
職
員

　
　
　
ト
　
特
命
全
権
大
使
、
特
命
全
権
公
使
、
特
派
大
使
、
政
府
代
表
、
全
権
委
員
、
政
府
代
表
又
は
全
権
委
員
の
代
理
並

び
に
特
派
大
使
、
政
府
代
表
又
は
全
権
委
員
の
顧
問
及
び
随
員
（
特
派
大
使
以
下
に
あ
っ
て
は
、
国
会
議
員
で
な
い

者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

　
　
　
チ
　
防
衛
庁
の
職
員

　
２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
政
府
関
係
特
殊
法
人
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
を
い
う
こ
と
。

　
　
一
　
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
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二
　
一
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
役
員
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
主
務
大
臣
が
任
命
し
、
又
は

そ
の
役
員
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
任
命
に
つ
い
て
主
務
大
臣
の
認
可
を
要
す
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人

　
３
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
認
可
法
人
」
と
は
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
設
立
に
関
し
行
政
庁
の
認

可
を
受
け
た
法
人
（
政
府
関
係
特
殊
法
人
を
除
く
。
）
を
い
う
こ
と
。

　
４
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
外
郭
団
体
」
と
は
、
そ
の
行
う
業
務
が
国
の
行
政
運
営
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
と
し
て

政
令
で
定
め
る
法
人
又
は
団
体
（
政
府
関
係
特
殊
法
人
及
び
認
可
法
人
を
除
く
。
）
を
い
う
こ
と
。

　
５
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
営
利
企
業
」
と
は
、
商
業
、
工
業
又
は
金
融
業
そ
の
他
営
利
を
目
的
と
す
る
私
企
業
を
い
う
こ

と
。

　
６
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
業
者
団
体
」
と
は
、
営
利
企
業
を
営
む
会
社
そ
の
他
の
団
体
を
主
た
る
構
成
員
と
し
、
そ
の
共

通
の
利
益
を
増
進
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
団
体
又
は
そ
の
連
合
体
を
い
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
条
関
係
）

第
三
　
就
職
の
制
限
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１
　
国
の
行
政
機
関
の
職
員
並
び
に
政
府
関
係
特
殊
法
人
の
役
員
及
び
職
員
（
以
下
「
国
の
行
政
機
関
の
職
員
等
」
と
い
う
。
）

は
、
そ
の
離
職
後
、
政
府
関
係
特
殊
法
人
、
認
可
法
人
、
外
郭
団
体
、
営
利
企
業
又
は
業
者
団
体
の
地
位
（
以
下
「
営
利

企
業
等
の
地
位
」
と
い
う
。
）
で
、
そ
の
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
国
の
行
政
機
関
又
は
政
府
関
係
特
殊
法
人
の

う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
と
監
督
関
係
、
契
約
関
係
そ
の
他
の
密
接
な
関
係
に
あ
る
も
の
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は

就
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

　
２
　
１
は
、
国
の
行
政
機
関
の
職
員
等
（
国
の
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
事
務
次
官
、
局
長
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
官
職
に
あ
る
職
員
及
び
政
府
関
係
特
殊
法
人
の
役
員
を
除
く
。
）
が
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従

い
行
う
任
命
権
者
（
国
家
公
務
員
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
任
命
権
を
有
す
る
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
政
府
関
係
特
殊
法
人
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
主
務
大
臣
。
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
承
認
を
受

け
た
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
。

　
３
　
任
命
権
者
は
、
２
の
承
認
を
行
い
、
又
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
は
、
国
家
公
務
員
離
職
者
就
職
等
審
査
会
に

付
議
し
、
そ
の
議
決
に
基
づ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
条
関
係
）
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第
四
　
兼
職
等
の
禁
止

　
１
　
国
の
行
政
機
関
の
職
員
等
は
、
営
利
企
業
若
し
く
は
業
者
団
体
の
役
員
若
し
く
は
顧
問
の
地
位
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当

す
る
地
位
に
就
き
、
又
は
自
ら
営
利
企
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
。

　
２
　
１
は
、
国
の
行
政
機
関
の
職
員
等
が
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
行
う
任
命
権
者
（
政
府
関
係
特
殊
法
人
の
役
員
及

び
職
員
に
あ
っ
て
は
、
主
務
大
臣
。
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
。

　
３
　
第
三
３
は
、
任
命
権
者
が
２
の
承
認
を
行
い
又
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
条
関
係
）

第
五
　
政
府
関
係
特
殊
法
人
の
役
員
の
任
命
等

　
１
　
政
府
関
係
特
殊
法
人
の
役
員
の
任
命
又
は
当
該
役
員
の
任
命
に
係
る
認
可
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
政
府
関
係
特
殊
法
人

の
役
員
の
数
の
一
定
割
合
以
上
の
も
の
が
、
国
の
行
政
機
関
の
職
員
の
経
歴
を
有
す
る
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
っ

て
占
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
（
一
定
割
合
は
、
当
分
の
間
、
三
分
の
一
と
す
る
こ
と
。
）
。
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２
　
政
府
関
係
特
殊
法
人
の
職
員
の
任
用
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
政
府
関
係
特
殊
法
人
の
職
員
の
う
ち
政
令
で
指
定
す
る
地

位
に
あ
る
者
の
数
の
一
定
割
合
以
上
の
も
の
が
、
国
の
行
政
機
関
の
職
員
の
経
歴
を
有
す
る
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に

よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
（
一
定
割
合
は
、
当
分
の
間
、
四
分
の
一
と
す
る
こ
と
。
）
。

　
３
　
政
府
関
係
特
殊
法
人
の
役
員
の
任
命
又
は
当
該
役
員
の
任
命
に
係
る
認
可
に
当
た
っ
て
は
、
政
府
関
係
特
殊
法
人
の
役

員
の
経
歴
を
有
す
る
者
が
、
当
該
役
員
の
地
位
に
就
く
こ
と
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

　
４
　
３
は
、
政
府
関
係
特
殊
法
人
の
役
員
の
経
歴
を
有
す
る
者
が
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
行
う
主
務
大
臣
の
承
認
を

受
け
た
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
。

　
５
　
第
三
３
は
、
主
務
大
臣
が
４
の
承
認
を
行
い
又
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
条
関
係
）

第
六
　
役
員
の
給
与
等
の
基
準

　
　
政
府
関
係
特
殊
法
人
の
役
員
が
受
け
る
給
与
及
び
退
職
手
当
の
支
給
基
準
は
、
国
家
公
務
員
法
第
二
条
に
規
定
す
る
一
般

職
に
属
す
る
職
員
の
給
与
及
び
退
職
手
当
の
例
に
準
じ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
（
第
六
条
関
係
）
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第
七
　
国
家
公
務
員
離
職
者
就
職
等
審
査
会

　
１
　
第
三
３
（
第
四
３
及
び
第
五
５
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
行
わ

せ
る
た
め
、
総
理
府
に
、
国
家
公
務
員
離
職
者
就
職
等
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
こ
と
。

　
２
　
審
査
会
は
、
人
格
が
高
潔
で
、
行
政
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
委

員
五
人
で
組
織
す
る
こ
と
。

　
３
　
そ
の
他
審
査
会
の
会
長
、
事
務
局
等
に
つ
い
て
、
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
七
条
関
係
）

第
八
　
国
会
へ
の
報
告

　
　
内
閣
は
、
毎
年
、
遅
滞
な
く
、
国
会
に
対
し
、
前
年
に
お
い
て
任
命
権
者
又
は
主
務
大
臣
が
行
っ
た
第
三
２
及
び
第
四
２

の
承
認
の
処
分
に
関
し
、
各
承
認
の
処
分
ご
と
に
、
承
認
に
係
る
者
が
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
第
三
１
の
国
の
行

政
機
関
又
は
政
府
関
係
特
殊
法
人
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
お
け
る
官
職
等
（
第
四
２
の
承
認
の
処
分
に
あ
っ
て
は
、
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現
に
在
職
し
て
い
る
国
の
行
政
機
関
又
は
政
府
関
係
特
殊
法
人
に
お
け
る
官
職
等
）、
承
認
に
係
る
営
利
企
業
等
の
地
位
、
承

認
を
し
た
理
由
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
八
条
関
係
）

第
九
　
そ
の
他

　
１
　
第
三
１
に
違
反
し
て
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就
い
た
者
及
び
第
四
１
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
十
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
九
条
関
係
）

　
２
　
施
行
期
日
及
び
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
、
関
係
法
律
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、

別
に
法
律
で
定
め
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
附
則
関
係
）


